
・働き方改革の目的は？
・働き方改革の法律スケジュールは？
・長時間労働の削減が働き方改革？ ほか

仙台中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 代表 佐藤崇

第一講座
・生産性が高い組織に共通する考え方は？
・劇的に業務改善を進めるノウハウは？
・組織の生産性を上げるリーダーの特徴は？

第ニ講座

株式会社ａｇｅｎｔｌａｂ
代表取締役 浅比浩史氏

4月12日（土）

11：00～15：00 アスクルクッキングスクール

参加者お名前

お電話番号

E-mail

日 時

働き方改革というニュースなどを聴くが「何をすれば良いのか？」「いつまでにすれば良いのか？」「新聞等で紹介の事例を真似れ
ば良いのか？」等々のお声が多く聞かれます。
そこで今回は、「業務改善」「生産性の向上」と「本当に必要な働き方改革」と題して、2部構成でお送りしたいと思います。
第１講座では、株式会社ａｇｅｎｔｌａｂの浅比様をお招きして、業務改善と生産性の向上事例をご紹介していただきます。
また、第２講座では、「従業員50人以下の会社が本当に行う必要のある働き方改革」についてご紹介致します。
働き方改革にいち早く取り組み、人材不足等の問題を解決して事業発展を本気でお考えの社長様にはオススメの内容となっておりま
す。

第ニ講座

中小企業でもできるＩＴを活用した働き方改革

事例
紹介

・生産性や業績が向上する管理会計の仕組み
・誰でも業務改善につながる日報システム
・風土や文化を改善するＨＲソリューション

株式会社ａｇｅｎｔｌａｂ
代表取締役 浅比浩史氏

第一講座

事例
紹介

・働き方改革の全体像
・良くある働き改革の事例が役に立たない理由
・従業員50人以下で重要な２つのポイント

従業員50人以下の会社で必要な働き方改革とは？

仙台中央社会保険労務士事務所
代表 佐藤崇

FAX：022-266-8089 下記の記入欄にご記入の上、このままご返信下さい

主催：仙台中央社会保険労務士事務所
仙台市青葉区本町2丁目10番33号 第2日本オフィスビル4階
☎022-266-8088 http://sendai-roumu.com/ 

ご記入いただきました個人情報は弊社主催セミナー関連以外には使用致しません。また、管理は厳重に行い、第三者への開示等（法的義務に伴う要請を受けた場合を除く）は一切致しません。

お申込頂いた方には受講票をお送りさせていただきます

2018年１２月４日(火)（11月27日〆切）
14：00～16：15（受付時間13：30～）

場 所

従業員50人以下の会社のための
「働き方改革」勉強会
従業員50人以下の会社がやるべき

本当の働き方改革を知りたい方はいませんか？

「先着８名様限定」

仙台商工会議所
（仙台市青葉区本町2-16-12）

御社名 参加者名

所在地
〒

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電話番号 FAX番号 従業員数
名

ご紹介者

ご記入いただいたメールアドレス宛に、勉強会の内容をすぐ
に実践していただけるように、事前に知っておくと良いことを
勉強会開催前に３回の動画でお伝えしようと思います。

参加費 ５，０００円 （事前振込※お申込みいただいた方にお振込先をご案内いたします。）

※ご紹介経由の場合は「無料」とさせていただきます。
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定


